
東 部 ・ 北 部 家 畜 防 疫 獣 医 師 会

T E L ： 0 4 7 5 ( 5 2 ) 4 1 0 1

（ 公 社 ） 千 葉 県 畜 産 協 会

東 部 家 畜 保 健 衛 生 所

http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/

F A X ： 0 4 7 5 ( 5 2 ) 3 3 3 5

平 成 ３ ０ 年 １ 月 第 ２ ２ 号

東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101        Fax.0475-52-3335

※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

豚流行性下痢(PED）の防疫対策を再徹底しましょう！

昨年12月から複数の県でPEDの発生が確認され、全国的な拡大が懸念されます。
引き続き、農場内の衛生管理・ワクチン接種等を徹底しましょう！

【全国のPED発生状況(平成29年9月以降)】
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下痢・嘔吐を呈する豚を
発見した場合、すぐに家畜
保健衛生所に連絡する。

死亡豚を処理するまで
の間、野生動物に荒らさ
れないよう隔離する。

【以下の項目を再チェックし、PEDの侵入を防止しましょう！】

PEDワクチンを繁殖
母豚に接種し、乳汁を
哺乳豚に飲ませる。

農場に出入りする車両
と運転者の手指や運転
席を消毒する。

農場に入る方は専用の
衣服・長靴を着用する。

農場に関係者以外の
立入禁止看板を設ける。

と畜場等の畜産関連
施設に出入りする際、
消毒を徹底する。

新たに豚を導入する際、
隔離豚舎で健康観察を
行う。


